《一問一答方式》　一 般 質 問 答 弁 書

（担当部課　防災安全部　災害対策課）

	質 問 者
	 通告２６番
 　原田　建議員
	 関連
 質問
	通告　１番
　 安田　景輔議員
通告１１番
甘粕　和彦議員

	件名
	１　夏休み大人の宿題－市政課題２０２５

	要　旨
	(3)津波避難について

	聞
き
取
り
内
容
	1 片瀬海岸に津波避難タワーが開所した。７月３０日の津波警報発表時の片瀬地区の避難者について。
2 片瀬地区の避難方法について。車両避難について。
3 [bookmark: _Hlk183686192]避難行動要支援者の避難方法、片瀬地区の避難行動要支援者数及び個別避難計画策定状況について。
4 ７月３０日の踏切遮断状況と、それに伴う渋滞状況の把握について、これについての今後の取組は。
5 国土交通省が指定している災害時の管理の方法を定めるべき踏切道について。
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≪質問①≫
７月２６日、片瀬海岸３丁目に９７１人を収容できる津波避難タワーが開所されました。７月３０日の津波警報発表時も活用されたと聞いております。片瀬地区の当日の避難者は１，１７５人とのことですが、民間ビルを含め、避難先内訳を把握していればお聞かせください。
≪回答①≫（板垣防災安全部長）
津波警報発表時の片瀬地区における避難先内訳につきましては、片瀬市民センターに１４人、片瀬小学校に１６９人、片瀬中学校に２８０人、湘南白百合学園小学校に２００人、湘南白百合学園中学校・高等学校に６４人、片瀬しおさいセンターに１４８人、江の島大師に１２０人、江の島アイランドスパに１８０人と把握しております。
なお、このほかにも片瀬海岸３丁目津波避難タワーに約１６０人、その他津波避難ビルなどにも避難者がいたものと認識しております。
≪質問②≫
避難先内訳にありました片瀬中学校には、車両で避難された方がいたと聞いております。当日の駐車台数をお聞かせください。また、車両による避難についての市の考えをお聞かせください。
≪回答②≫（板垣防災安全部長）
片瀬中学校への車両避難による駐車につきましては、片瀬山自治会協議会の皆様が、東日本大震災の教訓で得た、避難所に車両を入れることによる混乱を防ぐため、車両整理を実施し、中学校敷地内への駐車はさせなかったと伺っております。
また、地震・津波発生時の避難につきましては、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることから、徒歩によることを原則として、車両による避難は実施しないものと案内しているところでございます。
≪質問③≫
原則車両による避難は実施しないとされている一方で、避難行動要支援者については車両による避難が想定されますが、市の考えをお聞かせください。あわせて、高齢化率が高い片瀬地区における避難行動要支援者数、それに伴う個別避難計画の策定状況をお聞かせください。
[bookmark: _Hlk207810012]≪回答③≫（板垣防災安全部長）
避難行動要支援者の災害時の避難につきましては、車両による避難も可能であるとご案内しております。
次に、片瀬地区の避難行動要支援者につきましては、名簿登載者として２，３４４人でございます。
また、個別避難計画の策定につきましては、これまでモデル地区を中心に取組を進め、昨年度から全地区での展開を図っているところでございます。
現時点において、片瀬地区から取組の報告はあがっておりませんが、市内で自治会・町内会の加入率が最も高く、自主防災活動に積極的な地域でもあることから、徐々に取組が進んでいくものと考えております。
≪質問④≫
避難行動要支援者の車両による避難を考慮すると、道路渋滞だけではなく踏切の遮断による避難障害にも対応が必要であると思います。７月３０日の津波警報発表時の踏切遮断状況とそれに伴う渋滞状況の把握についてお聞かせください。また、災害時の踏切遮断への対応については、今後鉄道事業者と協議していくべきと考えますが、市の考えをお聞かせください。
≪回答④≫（板垣防災安全部長）
　津波警報発表時の踏切遮断状況とそれに伴う渋滞状況につきましては、本市としては把握しておりませんが、臨時の藤沢市帰宅困難者等対策協議会運営委員会を開催し、各鉄道事業者の当日の対応状況や津波警報時の運行計画などを確認いたしました。
その中で、一定時間踏切が遮断したこと、目立った渋滞は把握していないことなどの報告を受けました。
今後につきましては、鉄道事業者によっては、今回の事象の検証を行い、課題を整理し今後柔軟な対応をしていくと伺っておりますので、引き続き、各鉄道事業者と災害発生時の連絡体制や迅速な情報共有が図れるよう、日頃から連携を強めてまいります。
≪質問⑤≫
　直近では、令和６年７月３１日、国土交通省は踏切道改良促進法に基づき、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道について、全国１６箇所の指定を行っており、合計４８５か所が指定されております。この指定の考え方はどのようなものかお聞かせください。
また、江ノ電や小田急江ノ島線のある藤沢市域においての指定というのはどのような状況にあるのかお聞かせください。
≪回答⑤≫（板垣防災安全部長）
　災害時の管理の方法を定めるべき踏切道につきましては、災害が発生し踏切道が長時間遮断した場合において、緊急車両の通行や緊急輸送の確保を図るため、国土交通省が踏切道改良促進法施行規則第１３条の基準に基づき、緊急交通路等と交差している踏切道を指定しているものでございます。
　次に、藤沢市域の状況でございますが、基準に該当する踏切道が無いため指定されていないと伺っております。
